
1

大間原発 設置変更許可処分差止等訴訟

準備書面（48）
～漂流軽石による冷却機能喪失の検討不足～

2022.10.19 Wed

弁護士 青 木 秀 樹



2

第1 はじめに

第2 核燃料冷却の仕組みと
漂流軽石による冷却機能喪失の危険

第3 本件における漂流軽石による危険

第4 補機冷却海水設備の機能喪失リスクの具体例



3

第１はじめに

安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項について同じ。）が発生した場合においても安全
機能を損なわないものでなければならない。

第1項に規定する「想定される自然現象」とは、「敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、

落雷、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるもの」をいう。

設置許可基準規則 6条1項

設置許可基準規則の解釈 6条2項

原発の安全施設は
漂流軽石に対しても

安全機能を損なわないもので
なければならない
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漂流軽石に対する安全確保に
関する具体的基準が欠落している

第１はじめに

新火山ガイド 5.1項⑶(a)② 1.4項⑺
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第２核燃料冷却の仕組みと漂流軽石による冷却機能喪失の危険

JS48・p6 図表1
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第２核燃料冷却の仕組みと漂流軽石による冷却機能喪失の危険

JS48・p8 図表2
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第２核燃料冷却の仕組みと漂流軽石による冷却機能喪失の危険

JS48・p9 図表3

取水ピット

海水ポンプ
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第２核燃料冷却の仕組みと漂流軽石による冷却機能喪失の危険

JS48・p10 図表4 JS48・p11 図表5
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第２核燃料冷却の仕組みと漂流軽石による冷却機能喪失の危険

JS48・p12 図表6
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第３本件における漂流軽石による危険

被告電源開発ホームページより抜粋

2007（H19）.9 原子力安全委員会原子炉安全専門審査会第109部会Cグループの会合（甲D168）

現在は、原子炉設置変更許可申請に基づき、新規制基準への適合を審査中
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第３本件における漂流軽石による危険

JS48・p15 図表7



第３本件における漂流軽石による危険
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JS48・p16 図表8 JS48・p16 図表9



第３本件における漂流軽石による危険
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JS48・p17 図表10

JS48・p17 図表11



第３本件における漂流軽石による危険
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JS48・p18 図表12



第３本件における漂流軽石による危険
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村上亮・審査委員

JS48・p20 図表15



第３本件における漂流軽石による危険
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石渡明・原規委委員

JS48・p21 図表16



第３本件における漂流軽石による危険
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JS48・p19 図表13



第３本件における漂流軽石による危険
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JS48・p20 図表14



第３本件における漂流軽石による危険
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田口・管理官

石渡明・原規委委員

JS48・p22 図表17

JS48・p22 図表18



第３本件における漂流軽石による危険
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村上亮・審査委員

JS48・p21 図表19



安全機能を損なわないかどうかを確認するために必要な検証等

第３本件における漂流軽石による危険

⑴ 敷地に到来する自然現象の定量的想定
▶ 銭亀カルデラ噴火を想定した定量的評価はされていない

⑵ 異物除去設備の機能が維持されること等の確認・検証
▶ どの程度の軽石が③スクリーンを通り抜けるかも含め、検証されていない

⑶ 海水ポンプの機能が維持されること等の確認・検証
▶ 軽石の量に応じた確認・検証はされていない

⑷ 熱交換器伝熱管内面の摩耗・閉塞がないことの確認・検証等
▶ 実験による検証はされていない



軽石の大量漂着の場合
①カーテンウォール、③ⅰバースクリーン及び③ⅱロータリスクリーンによって

長期間にわたり大量の軽石を除去し続けられなければ

取水口や取水路が閉塞する危険、

海水ポンプの回転軸（シャフト）と軸受の間に

軽石がかみ込んで海水ポンプが停止する危険

伝熱管内に軽石が流入して摩耗・閉塞する危険が高まる。

安全機能の維持、危険防止のためには
これらの危険がどのように起こり

それに対する防止策が果たして機能するかの検証が不可欠である

過去に、補機冷却系で現に発生している不具合の具体例を示す

第４補機冷却海水設備の機能喪失リスクの具体例
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第４補機冷却海水設備の機能喪失リスクの具体例

大飯発電所3号機

JS48・p27 図表20
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第４補機冷却海水設備の機能喪失リスクの具体例

大飯発電所3号機

チェーンが外れた原因は、循環水ポンプを運転した状態で、
アイドラー軸の軸受を交換しようとして、バスケットを取り外す
作業を行ったことにより、チェーンが水流により左右に揺れて
外れたものと推定された。

また、チェーンが変形した原因は、下部スプロケットにガタつ
きがあり、定期検査後の運転により、チェーンと歯車（下部ス
プロケット）のかみ合わせが悪くなり、変形したものと推定さ
れた。

JS48・p28 図表21
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第４補機冷却海水設備の機能喪失リスクの具体例

女川発電所3号機

JS48・p30 図表24

原因は、海洋生物の付着等により減肉したものと推定したとされているが、具体的に、どのような海

洋生物が、どの部分に、どのように付着したのかについては明らかにされていない。



▶ 村上教授が指摘するように、原子力の規制において、これまで漂流軽石の問題は、大量の漂流軽石

が原発の取水設備周辺に押し寄せるような事態は発生しないだろうという思い込みの下、
おざなりな審査しかされてこず、火山ガイドにも明記されていない。

▶ 原子炉補機冷却海水系の安全が確保されているかどうかを確認するためには、定量的評価が
不可欠であり、それをせずに定性的な評価をいくらしたとしても、それは安全であろうという希望を述

べているに過ぎない。
▶ まして、本件原発は、その地形上、銭亀カルデラ及び北海道周辺の火山で比較的大規模な噴火が

発生した場合に、漂流軽石が長期間とどまる可能性もあり、全国的にみても漂流軽石の
危険が大きい原発である。

▶ そのような本件原発において、この点を看過し、極めて不十分な審査しかなされてこなかった点で、少

なくとも本件設置変更許可処分の前提となる本件設置許可処分は不合理であるし、現

時点において、本件原発の安全は確保されていないというほかない。

まとめ

第４補機冷却海水設備の機能喪失リスクの具体例


